
公益財団法人介護労働安定センター千葉支部

事業のご案内

当センターが行っている事業の一部をご紹介いたします。

公益財団法人介護労働安定センターは、我が国の高齢社会の進

展に伴い、今後ますます需要増が見込まれる介護労働力を確保す

るため、介護労働に関する総合的支援機関として、平成４年４月

に厚生労働省（当時の労働省）所管の公益法人として設立され、

同７月１日に「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律（介

護労働者法）」の施行に伴い、同法に基づく厚生労働大臣（当時

の労働大臣）の指定法人となりました。

その後、平成２５年４月に公益法人制度改革関連三法により

「公益財団法人」となったことにより「介護労働に関する総合的

支援機関」として、次の事業を行っています。

第1 雇用管理の改善

第2 職業能力の開発

第3 地域における介護関係機関との連携

第4 介護労働実態調査の実施

令和４年には３０周年を迎え、新たな法人理念を掲げ

センター一丸となって「介護のプロ」を応援してまいります。

ウエルカメ

法人理念
介護を未来にわたって支えるため、働きやすい、

働きがいのある職場づくりに貢献します



１ 雇用管理改善相談
介護分野の専門家による無料相談

無料
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２ 出張研修
事業所内研修や地域の事業所集団型研修にご利用ください

無料
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３ 各種セミナー（研修・講習会等）の開催

「魅力ある職場づくり」のため様々な支援を行っています
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４ ホームページ制作と運営サービスのご案内
介護事業所の情報発信ツールとしてご利用ください
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介護労働安定センター 千葉支部 🔍検索

ホームページ検索

URL  : http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/chiba/

公益財団法人介護労働安定センター 千葉支部

〒２６０－００１３ 千葉市中央区中央３－３－１ フジモト第一生命ビル６階

ＴＥＬ ：０４３－２０２－１７１７ ＦＡＸ：０４３－２０２－１８３３

【お問い合わせ先】

【お申し込み方法】

無料相談、研修およびセミナー等へのお申し込みは、当センター

のホームページから各種ご案内チラシをダウンロードしてFAX

でお申し込みください。

何でも聞けるって

いいわね

お気軽にお問い合わせください。


